
是正処理済額等集計表

（単位：円）

元号 年数 合計 (内訳)

法務省 昭和 24 不正行為 18 1
職員の不正行為に因
り国に損害を與えたも
の

5,238,921 0 1 5,238,921 1,965,686 3,273,235 0 0 1,965,686 1 3,273,235 4 収納（不正行為）

法務省 昭和 27 未収金 44 1
刑務作業収入の徴収
処置当を得ないもの

68,157,719 0 1 68,157,719 68,075,969 81,750 0 0 68,075,969 1 81,750 1
収納（保険料、租
税等の徴収不
足）

法務省 昭和 55 不正行為 2 1
職員の不正行為によ
る損害を生じたもの

82,604,200 0 1 82,604,200 2,820,000 79,784,200 0 0 2,820,000 1 79,784,200 4 収納（不正行為）

法務省 平成 4 不正行為 4 1
職員の不正行為によ
る損害が生じたもの

85,082,600 0 1 85,082,600 8,520,000 76,562,600 0 0 8,520,000 1 76,562,600 4 収納（不正行為）

法務省 平成 5 不正行為 1 1
職員の不正行為によ
る損害が生じたもの

355,738,000 0 1 355,738,000 282,020,078 73,717,922 0 0 282,020,078 1 73,717,922 4 収納（不正行為）

法務省 平成 22 不正行為 28 1
職員の不正行為によ
る損害が生じたもの

40,000,000 0 1 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 7 不納欠損 40,000,000 0 0 0

　相続財産法人
（民法第951条）
の代表と解される
相続財産管理人
の相続財産管理
人選任事件の終
了をもって清算結
了となったため
（債権管理事務
取扱規則第30条
第2号）、令和5年
11月17日付けで
みなし消滅として
整理した上で、不
納欠損として処
理した。

法務省 平成 23 不正行為 22 1
職員の不正行為によ
る損害が生じたもの

74,517,900 0 1 74,517,900 29,878,745 44,639,155 0 0 29,878,745 1 44,639,155 4 収納（不正行為）

法務省 平成 28 不正行為 46 1
職員の不正行為によ
る損害が生じたもの

472,936,000 0 1 472,936,000 290,000 472,646,000 0 0 290,000 1 472,646,000 4 収納（不正行為）
　令和5年3月23
日徴収停止

8 1,184,275,340 0 8 1,184,275,340 393,570,478 790,704,862 433,570,478 7 750,704,862

8 1,184,275,340 0 8 1,184,275,340 393,570,478 790,704,862 433,570,478 7 750,704,862
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